
第８ ８号 議案 （ 議員提出 議案）  

 

   島 本町議 会議員の 議員報 酬及び費 用弁償 等に関す る  

   条 例の一 部を改正 する条 例 につい て  

 

 島本町 議会議 員の議員 報酬及 び費用弁 償等に 関する 条 例の一 部

を改正す る 条例 を次のよ うに定 める。  

 

  令和  ５  年 １１月２ ８日提 出  

 

   提 出者  島本町議 会議員  

 

川  嶋  玲  子    野  口  日利美  

福  嶋  保  雄    長 谷川  順  子  

中  田  みどり    東  田  正  樹  

平  井    均    伊 集院  春  美  

戸  田  靖  子    永  山  優  子  

 

 

 

 提案理 由  

  令和 ５年人 事院勧告 の給与 に関す る 勧告の 内容に鑑 み、改 正

するもの 。  
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島本町条例第   号  

 

   島本町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の  

   一部を改正する条例  

 

第１条  島本町 議会議員 の議員 報酬及び 費用弁 償等に関 する条 例

（昭和３ ５年島 本町条例 第９３ 号）の一 部を次 のように 改正す

る。  

第６条中 「昭 和 ２４年条 例第 ３ ４号」を 「昭 和 ２４年島 本町

条例第３４号」に改める。  

第７条第 ２項 中 「１００ 分の ２ １２．５ 」を 「 、６月に 支給

する場合 には１ ００分の ２１２ ．５、１ ２月に 支給する 場合に

は１００ 分の２ ２２．５ 」に 、 「昭和５ ３年条 例第２４ 号」を

「昭和５３年島本町条例第２４号」に改める。  

第２条  島本町 議会議員 の議員 報酬及び 費用弁 償等に関 する条 例

の一部を次のように改正する。  

第７条第 ２項 中 「、６月 に支 給 する場合 には １ ００分の ２ １

２ ．５、 １２月 に支給す る場合 には１０ ０分の ２ ２２． ５」を

「１００分の２１ ７．５」に改める。  

附  則  

この条例 は、 公 布の日 か ら施行 する。 た だし、 第２条の 規定は 、

令和６年４月１日から施行する。  
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